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１．業務内容

2025年6月

中国会は全国に１６ある日本公認会計士協会の支部組織（地域会）の一つで、５つの部会で構成されています。

○ 日本公認会計士協会について
日本公認会計士協会は、日本における唯一の公認会計士の団体です。1949年（昭和24年）に任意団体とし

て発足し、1966年（昭和41年）に公認会計士法で定める特殊法人となりました。また、2004年（平成16年）
4月には、特別の法律により設立される民間法人（特別民間法人）となりました。
日本公認会計士協会は、会計プロフェッションの自主規制団体として透明性と中立性を持った組織運営を

行っており、また、全国に支部として地域会（16地域会）を置き、それぞれの地域会所属会員の資質向上に
つとめるとともに、地域会に密着した活動を行っています。
会員数は公認会計士が約２万８千人、監査法人が２１７法人で、このほか、公認会計士となる資格を有す

る者や会計士補等を合わせた準会員が約７千人います。

○ 公認会計士の使命（公認会計士法 第一条）について
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情

報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国
民経済の健全な発展に寄与することを使命としています。
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2.体制

2025年2月

広島県のうち東部部会の地区を除く

中国会
会長 片山 一俊

広島県西部部会
部会長：安部貴之

広島県東部部会
部会長：藤井義則

山口県部会
部会長：品川充洋

岡山県部会
部会長：小橋仙敬

山陰部会
部会長：入江道憲

監 事

事務局

福山市、府中市、尾道市、三原市、
竹原市、庄原市、神石高原町、世羅
町

山口県

岡山県

鳥取県、島根県
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３. 中国会会員数

2025年4月

部 会 会 員
うち
女性
会員数

準会員 うち
女性
会員数

計
うち
女性
会員数1号 2号 4号

1 広島県西部 248 31 1 5 50 13 304 44

2 広島県東部 39 2 0 0 2 0 41 2

3 山口県 43 5 0 0 4 0 47 5

4 岡山県 135 11 0 1 16 4 152 15

5 山陰

島根 26 1 1 0 1 0 28 1

鳥取 19 2 0 2 1 0 22 2

小計 45 3 1 2 2 0 51 3

合 計 510 52 2 8 74 17 595 69

2025年3月31日現在

※1号準会員は公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者、 2号準会員は会計士補、4号準会員は公認会計士試験に合格した者
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３-2. 中国会会員数の推移

2025年4月
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３-3. 部会ごとの会員数の推移

2025年4月
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3-4. 全国の会員数

2025年4月

2025年3月31日現在

種　別

地域会

北 海 道 417 0 6 423 0 2 0 60 62 485 1.08%

東　　北 462 0 4 466 0 3 0 62 65 531 1.18%

埼    玉 915 0 0 915 4 29 0 124 157 1,072 2.39%

千    葉 887 1 1 889 2 32 0 84 118 1,007 2.24%

東　　京 21,700 0 185 21,885 31 253 0 4,854 5,138 27,023 60.15%

神奈川県 1,806 0 3 1,809 5 39 0 226 270 2,079 4.63%

東　　海 2,357 0 16 2,373 4 33 0 437 474 2,847 6.34%

北　　陸 319 0 1 320 0 3 0 41 44 364 0.81%

京　　滋 770 0 9 779 6 6 0 144 156 935 2.08%

近　　畿 4,096 0 43 4,139 10 28 0 963 1,001 5,140 11.44%

兵　　庫 909 0 2 911 6 17 0 117 140 1,051 2.34%

中　　国 510 0 5 515 2 8 0 74 84 599 1.33%

四　　国 253 0 6 259 1 1 0 25 27 286 0.64%

北部九州 929 0 9 938 0 11 0 191 202 1,140 2.54%

南 九 州 237 0 3 240 0 4 0 16 20 260 0.58%

沖　　縄 102 0 1 103 0 2 0 4 6 109 0.24%

合　　計 36,669 1 294 36,964 71 471 0 7,422 7,964 44,928

計
監査
法人

計
一号

準会員
二号
準会員

三号
準会員

四号
準会員

会　　　　　　　　　員 準　　　　会　　　　員

合　計 構成比公認
会計士

外国公認
会計士
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4.重点施策

2025年4月

1. 資本市場のインフラ
機能である監査・保
証業務の高度化と基
盤強化

(1)中小監査事務所の基盤強化支援
・中小監査事務所を支援し、監査業界全体の高度化を図る。

2. 拡がる業務を通じた
社会課題の解決への
貢献

(1)サステナビリティ情報を含む企業情報開示及び保証におけるリーダーシップ発揮
・開示情報の信頼性確保のための保証に対する社会の期待と、その担い手としての公認会計士が的確であるという社会の認知を広めるべく、
様々なステークホルダーへの働きかけや情報発信をする。

(2)非営利・公会計・税務・中小企業支援等の業務を通じた地域活性化への貢献
・地域の中小企業への経営支援、企業・非営利法人・自治体の健全な組織ガバナンスの構築等、様々な業務を通じて、社会の持続的発展に貢献
する。

・地方公共団体等との連携を推進するとともに、地域で活躍する会員・準会員とともに、地域活性化に取り組む。
・多様な役割を果たす会員の支援をする。
(3)スタートアップ支援
・中小企業支援に携わる会員の支援や、スタートアップ支援に関する税制、ＩＰＯに関する研修を通じて、スタートアップを促進する。

3. 情報開示エコシステ
ムを担う多様な人材
の確保・育成

(1)監査業務の魅力向上及び公認会計士ブランドの浸透
・女性比率向上等、多くの人材にこの業界に加わっていただくために、幅広いターゲットに向けて魅力の発信をする。
(2)公認会計士の能力開発（実務補習を含む。）の再設計
・実務補習、修了考査及びＣＰＤに至る一連の支援をする。
・国際的問題にも対応できる知見獲得のための研修をする。
(3) サステナビリティに関する能力開発
・サステナビリティに関する研修を行う。

4. ステークホルダーと
の連携強化

(1)関係諸団体（メディアを含む。）との積極的な対話
・我が国の経済社会の発展に寄与するという目的の下、関係諸機関やメディア、政治の場に対して積極的な対話を行い、信頼できるパートナー
としての関係を構築・強化し、建設的な議論と協働を推進する。
(2)会計教育の推進
・会計教育の普及・啓発活動を協会が実施することが法律上で明記されたことを踏まえ、会計教育の推進をする。

5. 施策の実現を支える
体制の整備

(1)協会インフラの充実（事務局・ファシリティ・ICT対応等）
・環境変化に対応できる事務局の意識改革と更なる能力開発
・会員・準会員の利便性と業務効率の向上を支えるIT環境の整備とさらなる活用
・働き方改革とともに職場環境を整備する。
・中国会一体となって、会員・準会員、ステークホルダーに接し、地域会・本部の関係を構築・強化する。
(2)協会の組織・財政の在り方
・協会の財政状況を考慮し、ゼロベースの予算編成を考えつつ収支均衡を計る。短期・中期・長期の視点も入れる。
・協会の存続意義（社会のため、会員・準会員のための協会）の再確認
・協会の機能強化への対応（会務の透明性向上、会務の生産性向上、権限と責任の積極的委譲など）
(3)福利厚生活動の見直し
・中国会が一体となれるように、会員・準会員・事務局職員の福利厚生活動を行う。
・地域会活動に従事する会員・準会員の活動に伴う待遇及び事務局職員の待遇の見直しを行う。
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５．委員会組織

2025年6月

No. 中国会委員会名 職務

1 総務委員会

１ 総会及び役員会に関する事項
２ 官公署等外部の団体、日本公認会計士協会、規約第36条に定める部会及び各委員会との連絡に関する事項
３ 諸規則等の制定・改廃に関する事項
４ 会員・準会員に関する事項
５ 事務局に関する事項
６ その他各部各委員会に属さない事項

2 財務経理委員会
１ 予算、決算に関する事項
２ 金銭及び物品の出納、保管、財産管理に関する事項
３ 経理細則に定めてある財務諸表、会計帳簿及び証憑書類の整理、保管に関する事項

3 厚生委員会
１ 会員及び家族、従業員の福利厚生に関する事項
２ 会員の慶弔に関する事項

4 CPD委員会 継続的専門能力開発（継続的専門研修を含む）の企画、立案及び実施に関する事項

5 広報委員会
１ 中国会会報の企画実施に関する事項
２ 地域社会に対する公認会計士の制度の広報活動に関する事項

6 監査・保証実務委員会 監査の理論及び実務の研究調査に関する事項

7 テクノロジー委員会 情報技術の進展に伴う会員業務の対応にかかる研究調査に関する事項

8 会計制度委員会 会計の理論及び実務の研究調査に関する事項

9 公会計委員会
１ 公企業、地方公共団体等の監査、会計の理論及び実務の研究調査に関する事項
２ 本部公会計協議会及び同協議会地方公共団体会計・監査部会との連絡調整に関する事項

10 非営利法人委員会
１ 非営利法人の監査、会計の理論及び実務の研究調査に関する事項
２ 社会福祉法人等監査の公正円滑な推進に関する事項
３ 本部公会計協議会社会保障部会との連絡調整に関する事項

11 学校法人委員会
１ 学校法人の監査、会計の理論及び実務の研究調査に関する事項
２ 学校法人監査の公正円滑な推進に関する事項

12 中小事務所等支援委員会 中小事務所が行う業務の円滑な遂行及び改善進歩のために必要な施策の検討に関する事項

13 中小企業支援委員会 中小企業の経営管理の理論及び実務の研究調査に関する事項

14 税務業務委員会
１ 税務に関する理論及び実務の研究調査に関する事項
２ 税務に関する研修会に関する事項
３ 本部税務業務協議会との連絡調整に関する事項

15 組織内会計士委員会
１ 組織内会計士の業務に関する研修会の企画立案及び資料又は情報の提供に関する事項
２ 組織内会計士の資質の維持及び向上を図るために必要な施策の企画立案及び実施に関する事項

16 女性会計士活躍促進委員会
１ 女性の会員等の活躍の促進に資する研修会等の企画立案又は資料若しくは情報の提供に関する事項
２ 女性の会員等の活躍を周知する広報活動の企画立案及び実施に関する事項



Copyright © The Japanese Institute of Certified Public Accountants.

６．監査法人事務所の設置状況

2025年6月

部会
大手・準大手監査法人

地場
監査法人あずさ トーマツ EY新日本 太陽 仰星

広島県西部
広島事務所
（広島市）

広島事務所
（広島市）

広島事務所
（広島市）

中国・四国
事務所

（広島市）

広島オフィス
（広島市）

晄和
（広島市）
アイル

（広島市）

広島県東部

山口県
下関オフィス
（下関市）

長州
（宇部市）

岡山県
岡山オフィス
（岡山市）

岡山事務所
（岡山市）

ACアーネスト
（岡山市）

イースト・サン
（岡山市）

山陰
鳥取

島根
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７. 連絡先

2025年6月

日本公認会計士協会中国会

所在地：〒730-0037

広島市中区中町7番23号

住友生命広島平和大通り第2ビル5階

電話番号 ： （082）248-2061

FAX番号 ： （082）242-1467

ホームページ： https://chugoku.jicpa.or.jp/

お問い合わせは、ホーム画面トップメニューの『お問い合わせ』をご利用ください。
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